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１．新設補助事業の概要



１．新設補助事業の概要 ～砂防関係事業の枠組み～

砂防関係事業

直轄事業

交付金事業

補助事業
（再度災害防止対策）

大規模、高度な技術を要する砂防設備等の整備・維持管理・
危機管理を実施。

地域を守るための砂防関係事業、土砂災害防止法に基づく基
礎調査、防災情報共有のためのシステム作りなどを実施。

災害発生後の被災地における緊急的に安全を確保するため
に必要な事業を実施。

立山カルデラ

富山市街地

白岩砂防堰堤

【直轄事業】常願寺川水系（富山県） 【補助事業】阿蘇地区（熊本県） 【交付金事業】砂防堰堤整備（兵庫県）

補助事業の写真

※都道府県事業

※都道府県事業

約50山水系等（H30年度）

約10箇所（H30年度）

約5,000箇所（H30年度）
※都道府県からの聞き取りによる
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○ 平成３０年７月豪雨等では、河川・ダム、砂防、下水、海岸の各施設能力を上回るような災害や

複合的な要因による災害が発生し、甚大な被害が発生した。こうした頻発・激甚化する災害への対

応として、主体の異なる事業間の連携を促進するとともに、これまで以上に計画的・集中的な事前

防災対策を実施するため、「他事業と連携した対策」「抜本的対策（大規模事業）」について、地方

公共団体の取組を支援する個別補助事業を創設する。

・ 交付金については、地方にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる制度として評価がある一方、計画的・集中的な支援が困

難であるとともに、国が意図する計画的な事業進捗が図られないなどの課題も存在。

・ 今般の災害を踏まえた防災・減災対策など、優先的に取り組むべき事業については、個別補助による計画的・集中的な支援

についても検討すべき。

防災・安全交付金の一部を個別補助事業化し、優先的に取り組むべき事業を重点的に支援

財政制度審議会資料「平成31年度予算の編成等に関する建議」参考資料より抜粋

１．新設補助事業の概要 ～個別補助事業の必要性～
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 死者2名

7/6 きたきゅうしゅうしもじく

福岡県北九州市門司区がけ崩れ

いわくにししゅうとうちょう

山口県岩国市周東町土石流等

7/7

死者1名

ふくちやましおおえちょう

京都府福知山市大江町天然ダム

7/8

7/6 あきぐんくまのちょうかわすみ

広島県安芸郡熊野町川角土石流等

死者12名

(都道府県報告)

1道2府29県

2,581件

土石流等 ： 791件
地すべり； 56件
がけ崩れ ：1,734件

【被害状況】
人的被害：死者 119名

負傷者 54名
人家被害：全壊 364戸

半壊 559戸
一部損壊 472戸

土砂災害発生件数
(7月2日以降を集計)

7/7

土石流等

うわじましよしだちょう

愛媛県宇和島市吉田町

死者4名死者2名

7/7

がけ崩れ

かごしましふるさとちょう

鹿児島県鹿児島市古里町

みよししやましろちょう

徳島県三好市山城町地すべり

7/7

凡例

発生件数
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① 広島県 1,242件
② 愛媛県 413件
③ 山口県 184件
④ 高知県 126件
⑤ 福岡県 113件

土砂災害発生順位

（参考） 平成30年７月豪雨による土砂災害の発生状況 （暫定値）
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天地川（広島県坂町）
県道278号が7/7～8/31（55日間）通行止め

複数の河川において、河床の上昇による土砂と水の氾濫（土砂・洪水氾濫）が発生し、市街
地に土砂が広く堆積し、救助活動や復旧作業の妨げとなるとともに、地域の社会経済に影
響を及ぼした。

被災前イメージ

被災後

大屋大川（広島県呉市）
県道66号が7/6～11/25（143日間）通行止め

大屋大川（広島県呉市）
河道が埋塞し、土砂が氾濫することで新たな区域に災害リスクが拡大

土砂災害の特徴（土砂・洪水氾濫）
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※1 駅毎の乗降客数（国土数値情報）に運休日数を乗じて算出
※2 交通量は「平成27年全国道路・街路交通情勢調査」の坂町亀石観測点の24時間自動車交通量に通行止め日数を乗じて算出

交通への被害により、影響が長時間に及ぶ被害があった。

JR呉線、国道31号の被災状況（広島県呉市）

○JR呉線の被災状況

坂駅－広駅間（9/9復旧）で約173万人・日※1に影響、広駅－三原間は12/15までの間運休

○国道31号の被災状況

7/6-7/11の通行止めにより約12万台・日※2に影響

国道３１号 ＪＲ呉線

流出した土砂により
線路が埋没

土砂災害の特徴 （交通への被害）
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法面対策工事
（実施済み・実施見込みを含む）

個別補助の対象
（砂防関係施設整備）

防災上重要性
の高い区間等

○事業間連携による事業効果の早期発現や最大化を図るとともに、特に優先度の高い都道府県の

大規模事業等を計画的・集中的に推進するための補助事業制度を創設。

○事業間連携砂防等事業費補助

・土砂災害対策としての道路事業・河川事業・砂防事業間の連携
・概ね５年以内で完了する砂防事業等
（大規模な地すべり等やむを得ない場合は概ね１０年以内）

○大規模特定砂防事業費補助

・遊砂地等の大規模な基幹施設の整備
・概ね１０年以内で完了し、事業費が５億円以上の事業

【 大 規 模 事 業 】【 事 業 間 連 携 】

【例：道路事業との一体的整備】

砂防事業と道路事業の連携により道路機能の確保

＜対策イメージ図＞

１．新設補助事業の概要 ～個別補助事業の創設～
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２．評価対象事業
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直轄事業

交付金事業

補助事業
（再度災害防止対策）

大規模、高度な技術を要する砂防設備等の整備・維持管理・
危機管理を実施。

地域を守るための砂防関係事業、土砂災害防止法に基づく基
礎調査、防災情報共有のためのシステム作りなどを実施。

災害発生後の被災地における緊急的に安全を確保するため
に必要な事業を実施。

※都道府県事業

※都道府県事業

砂防関係事業

補助事業
（事前防災対策）

事業間連携による事業効果の早期発現や最大化を図る事
業、及び特に優先度の高い都道府県の大規模な事業を実施

※都道府県事業

２．評価対象事業
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⃝ 評価対象事業 :都道府県において実施予定の新設補助事業

・ 都道府県の行う砂防関係補助・交付金事業全体の約１５％

（ 内、大規模特定砂防事業 ： ２％ 、 事業間連携砂防等事業： ９８％ ）

約15％

砂防関係

ハード対策箇所数比率

交付金 災害系補助 新設補助

2%

98%

新設補助事業

候補箇所数比率

大規模特定砂防事業

事業間連携砂防等事業

※今後、内部での検討を加え補助金交付の対応方針を決定すること、また、予算の状況によっては
全ての箇所で予算化されるわけではない可能性があることから、上記数値は変わる可能性がある 11



３．事業評価
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⃝ 災害発生時の影響、過去の災害実績・緊急度、災害発生の危険度、地域開発の状況・関連事業

との整合、地域の協力体制、土砂災害に対する情報提供の状況等から評価

【評価の視点】

○災害発生時の影響
・保全人家戸数
・重要な公共施設（主要道路、鉄道、官公署、学校、電力供給施設、等）
・災害時要援護者関連施設
・地域防災計画に位置づけられた避難場所、避難路 等

○過去の災害実績・緊急度
・直近の災害発生の有無
・過去１０年間の実績被害を対象とした被害状況

○災害発生の危険度
・地形地質の状況
・植生の状況
・渓床勾配
・ 砂防関係施設の整備状況

○地域開発の状況・関連事業との整合
・住宅宅地開発の有無
・保全対象区域内での宅地開発以外の地域振興に資する関連事業の有無

○地域の協力体制
・防災等活動の状況
・施設周辺の清掃等維持管理への協力体制

○土砂災害に対する情報提供の状況
・危険箇所マップ等の公表状況

「事業間連携砂防等事業」については、

主要道路、河川管理施設、隣接地すべり
対策箇所を保全

砂防関係補助事業等の採択においては、
平成31年度より土砂災害警戒区域等の指
定を要件化

「大規模特定砂防事業」については、

土砂・洪水氾濫による広範囲に及ぶ被害
から市街等を保全

項目毎にＳ，Ａ，Ｂ，Ｃ評価し
た上で、評価値を合計して
「評価点」 を算出

３．事業評価 ～評価の視点～
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砂防等事業の優先度に係る評価の考え方【試行版】 （砂防事業の例※（抜粋））

【評価毎の点数】
Ｓ ： ４点
Ａ ： ３点
Ｂ ： ２点
Ｃ ： １点

・
・
・

３．事業評価 ～ 各種指標による評価 ～

14※別途、地すべり対策事業及び急傾斜値崩壊対策事業についても同様の評価の考え方がある



⃝ 災害発生時の影響（保全対象）、災害実績等を評価軸に優先度について評価 【試行 】

⃝ なお、費用便益分析より、いずれの箇所についても Ｂ／Ｃ が１．０を上回っていることを確認

項目毎にＳ，Ａ，Ｂ，Ｃ評価した上で、
評価値を合計して「評価点」 を算出

＜評価の項目＞
・ 災害発生時の影響
・過去の災害実績・緊急度
・災害発生の危険度
・地域開発の状況・関連事業との整合
・地域の協力体制
・ 土砂災害に対する情報提供の状況

（評価点）

（評価点）
（評価点）

３．事業評価 ～ 各種指標による評価 ～
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砂防箇所の評価点の分布

（H31新設補助候補箇所）
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地すべり対策箇所の評価点の分布

（H31新設補助候補箇所）
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急傾斜地崩壊対策箇所の評価点の分布

（H31新設補助候補箇所）
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４．個別事業の例
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①
②

③

④

⑤

遊砂地工

計画基準点

①河道埋塞

②土石流堆積
⑤清水赤十字病院

④清水町役場
清水町市街地

Ｈ２８
氾濫状況

氾濫範囲

○事業の必要性
ペケレベツ川は北海道上川郡清水町にある流域面積46.6km2を擁する渓流で、流域内は山腹崩壊・渓岸崩壊により多くの土砂が

堆積しており、今後の豪雨等により土砂・洪水氾濫による下流被害の恐れがある。
○箇所概要
保全対象：国道３８号・２７４号、ＪＲ根室本線、清水町役場、清水町文化センター、清水町保健福祉センター、清水町図書館、

清水町郷土資料館、西十勝消防組合消防本部、病院５箇所、人家４２７戸、農地５．３ｈa
実施内容：遊砂地工 １基
総便益：63億円 総費用：8.3億円 費用対効果(B/C)：7.6 全体事業費：9.9億円（H29～H34）

評価点：29、B/C=7.6

４．個別事業の例 ～大規模特定砂防事業（北海道・ペケレベツ川）～
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○事業の必要性
鳥取県東伯郡琴浦町の加勢蛇川は、大山山麓に源を発し流域面積9.5km2を擁し、その地質は大山火山砕屑岩及び火山灰層からな

り風化侵食が著しく、至る所で山腹崩壊が発生し土石流の危険性が非常に高い渓流である。過去には平成２３年台風１２号におい
て、大山山麓から大量の土砂や流木が流出し、野井倉地内の河道に多量の土砂が堆積した。
加勢蛇川には大量の不安定土砂が堆積しており、今後の大雨時に再び堆積土砂が流下し、土石流発生の危険性が極めて高いこと

から、砂防堰堤の整備により土砂災害から人家及び県道等を保全するものである。
○箇所概要
保全対象※：県道東伯野添線、人家４戸、農地１０ｈａ
実施内容：砂防堰堤２基
総便益：18億円 総費用：8.6億円 費用対効果(B/C)※：2.1 全体事業費：10億円（H24～H34）

※土石流被害にかかる保全対象にて算出

矢の沢
町道橋被災状況

土砂堆積状況

評価点：17、B/C=2.1

４．個別事業の例 ～大規模特定砂防事業（鳥取県・加勢蛇川）～
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○事業の必要性
愛媛県喜多郡内子町大瀬中央区にある十郎谷川は、被害想定区域に国道379号（緊急輸送道路）と集会所が存在する土石流危険

渓流である。流域内には不安定な土砂が残留しており、集中豪雨時に土石流が発生するおそれがある。特に、緊急輸送道路である
国道が不通となった場合、多大な被害が想定され、道路事業（斜面対策等）と連携した対策を行う必要がある。
○箇所概要
保全対象：国道379号（第一次緊急輸送道路）、乙成集会所（防災行政無線設置）、人家６戸、農地０．５ｈａ
実施内容：砂防堰堤１基、渓流保全工
総便益：8.9億円 総費用：2.3億円 費用対効果(B/C)：3.9 全体事業費：2.5億円（H28～H32）

全景写真

乙成集会所

国道379号

荒廃状況 ④

乙成集会所（防災行政無線設置）

③

緊急輸送道路（国道379号）

保全対象
① ②

評価点：9、B/C=3.9

４．個別事業の例 ～事業間連携（道路連携）砂防事業（愛媛県・十郎谷川）～
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○事業の必要性
長野県塩尻市の馬沢は、主に中・古生界の砂岩・泥岩が主体で上流域にチャートが分布する流域面積0.08km2の土石流危険渓流

である。河床勾配が約１／３と非常に急峻で、豪雨により直下に存在する地域防災計画上の避難地、人家3戸、公共施設（観光施
設）１戸、市道0.34km及び奈良井川に被害のおそれがある。また、土砂・洪水氾濫の発生時には多大な被害が予想されるため、河
川事業との連携した対策を行う必要がある。
○箇所概要
保全対象※：１級市道（3種5級）、奈良井川、うるしの里広場【地域防災計画上の避難地】、公共施設１棟、人家3戸
実施内容：砂防堰堤１基
総便益：3.1億円 総費用：1.8億円 費用対効果(B/C)※：1.7 全体事業費：1.5億円（H25～H32）

※土石流被害にかかる保全対象にて算出

荒廃状況

上流荒廃状況（土砂堆積・倒木多数）

評価点：17、B/C=1.7

４．個別事業の例 ～事業間連携（河川連携）砂防事業（長野県・馬沢）～
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橋梁部で流木による
閉塞氾濫

馬沢
川鳥’沢
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○事業の必要性
富山県小矢部市坪野地区は、地すべり地区密集地帯であり、「峰坪野地区」「谷坪野地区」「坪野加見地区」の地すべり防止区

域が隣接している。保全対象には人家４戸、緊急輸送道路である国道471号、県道谷坪野芹川線が通過しており、地すべり活動が
活発化すれば人家被害のみならず、国道や県道が不通となるなど多大な被害が想定され、道路事業（斜面対策等）と連携した対策
を行う必要がある。
○箇所概要
保全対象 ：国道４７１号、県道谷坪野芹川線、人家４戸
実施内容：地下水排除工、抑止工等
総便益：6.5億円 総費用：4.9億円 費用対効果(B/C)：1.3 全体事業費：4.9億円（H19～H34）

評価点：19、B/C=1.3

４．個別事業の例 ～事業間連携（道路連携）地すべり事業（富山県・坪野地区）～

国道の擁壁に確認されるクラック 21

地すべり防止区域
坪野加見地区

地すべり防止区域
谷坪野地区

地すべり防止区域
峰坪野地区

公民館



○事業の必要性
長野県下伊那郡天龍村福島地区地すべりが滑動をおこした場合、天竜川に天然ダムが形成され、天然ダム上流域が湛水すること

により平岡地区が浸水するとともに、平岡地区で実施する地すべり対策の効果が期待できないおそれがあるため、平岡地区で実施
する地すべり対策と連携した対策を行う必要がある。
○箇所概要
保全対象 ：国道４１８号、天竜中学校、南下集会所、人家４２戸（湛水域の浸水被害含む）
実施内容：集水井工、アンカー工等
総便益：15億円 総費用：4.0億円 費用対効果(B/C)：3.8 全体事業費：5億円（H31～H39）

平岡地区

福島地区

福島地区と平岡地区の位置関係

評価点：23、B/C=3.8

福島地区
面積：9ha

地すべり面深さ:35m

４．個別事業の例 ～事業間連携（天然ダム湛水被害）地すべり事業（長野県・福島地区）～
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天然ダムによる
湛水範囲



○事業の必要性
栃木県那須郡那珂川町光崎地区は、がけ高平均38m、斜面の平均角度35度の急傾斜地である。保全対象は公共的建物である公民

館（光崎下組会館）や消防詰所のほか人家13戸及び県道215mがあり、斜面が崩壊した場合、人家に著しい被害を及ぼすほか、県道
が不通となるなど多大な被害が予想され、道路事業（斜面対策等）と連携した対策を行う必要がある。
○箇所概要
保全対象 ：県道矢又大内線、人家13戸、公民館、消防詰所
実施内容：待受擁壁工、崩落土砂防護柵工等
総便益：7.5億円 総費用：5.1億円 費用対効果(B/C)：1.5 全体事業費：5.5億円（H29～H33）

評価点：13、B/C=1.5

４．個別事業の例 ～事業間連携（道路連携）急傾斜地崩壊対策事業（栃木県・光崎Ⅰ-A地区）～

平面図

計画施設

既設施設

土砂災害警戒区域

凡例
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道路事業による斜面対策


